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繰越制度に関する論点 
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《要旨》 

会計年度独立の原則の例外として設けられた繰越制度は、当初予定し

ていた事業について、やむを得ない事情により年度内に完了することが

困難となった場合でも、改めて予算計上することなく翌年度での執行を

可能とするものである。とりわけ自然災害の影響を受けやすい公共事業

等では、効率的な予算執行のために繰越しが積極的に活用されてきてお

り、近年では事務負担の軽減や頻発化する災害からの迅速な復旧等を可

能とするため、繰越手続の簡素化が行われている。一方で、決算書等に

おいては、繰り越した金額は明示されているものの、繰越しが必要となっ

た具体的な事由は明らかにされていない。過去には、会計検査院が補正

予算に計上した経費の繰越率が高い傾向にあると指摘したこともあり、

当初予算と比較して査定が甘いとされる補正予算の緊要性を検証する上

でも、具体的な繰越事由等の情報開示が求められる。 

そこで、本稿では、財政の規律性を検証する指標として繰越率が有用

であるとの観点から、繰越しの実績や情報開示の状況等を踏まえつつ、

同制度に係る論点整理を行った。 

 

 

１．はじめに 

令和２年２月 27日、国土交通省は「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」と題する通知を発出した。

これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、既に契約済みの同

省直轄工事等について、受注者から申出がある場合には一時中止等の対応を行

うよう担当部局に求めるものである。やむを得ない事情とはいえ、年度末に差

し掛かった時点で工事等の一時中止や計画変更を行うとなると、スケジュール

がずれ込み、工期が年度を超えることもあり得る。通常、毎会計年度の予算は

当該年度内に支出を完了することが求められるが、新型コロナウイルス感染症

のみならず、豪雨や地震といった自然災害の影響により工事等が遅延し、年度
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内に終わらなくなってしまう事態などは想定されるところであり、そのような

場合に緊急避難的措置として用意されているのが繰越制度である。 

先般国会に提出された令和元年度決算によると、同年度一般会計における翌

年度繰越額は６兆 5,780億円に上り、歳出予算現額1に対する比率（繰越率）は

6.0％となった。繰越し2はやむを得ない事情により行うものであるから、制度

の趣旨にのっとって運用されている限り、繰り越すこと自体は何ら問題ではな

い。しかし、繰越しに関する情報は従来積極的に公表されておらず、制度の趣

旨にのっとって運用されているか否かの客観的な検証が困難な状況にある。 

 
２．繰越制度の概要 

２－１．制度の趣旨 

繰越しとは、「国の会計制度の中において、歳出予算の効力を翌会計年度にま

たがって移動させる特例的な制度」3である。国の財政の基本法である財政法は、

第 12条で「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁し

なければならない。」、第 42条本文で「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、

これを翌年度において使用することができない。」と規定しており、これらに基

づく財政上の原則を「会計年度独立の原則」という。会計年度が設けられた趣

旨は、「１年間の歳入歳出の状況を明確にし、財政の健全性を確保すること」4と

される。しかし、上述のとおり、災害等により年度内に支出が終わらない場合

もある。そのようなときにも会計年度独立の原則を厳格に適用してしまうと、

当該事業に係る予算を全て不用にした上で改めて翌年度に予算計上することと

なり、非効率である。そこで財政法は、一定の条件の下であれば、特定の年度

に支出する予定であった経費について翌年度に支出することを可能にする特例

を認めている。それが繰越制度であり、会計年度独立の原則の例外として位置

付けられている5。 

 

 

 
1 歳出予算額（当初予算額＋補正予算額）に前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を

加除したもの。 
2 正確には「歳出予算の繰越し」であるが、本稿では単に「繰越し」と表記している。 
3 財務省主計局司計課『繰越しガイドブック《改訂版》』（令 2.6）、２頁 
4 小村武『予算と財政法〔五訂版〕』（新日本法規、平成 28年）、67頁 
5 現在、法律上認められている会計年度独立の原則の例外は、繰越制度以外に過年度収入、過

年度支出及び前年度剰余金受入れがある（前掲脚注４）。 
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２－２．繰越しの種類 

一般会計における繰越しには、明許繰越し、事故繰越し及び継続費の年割額

の逓次繰越しの３種類がある6。 

 

（１）明許繰越し（財政法第 14条の３） 

明許繰越しは、①性質上年度内に支出が終わらない見込みがある経費又は②

予算成立後に生じた事由により年度内に支出が終わらない見込みがある経費に

ついて、事前に国会の議決を経て翌年度への繰越しを認める制度であり、これ

に該当する経費は「繰越明許費」と呼ばれる。①は自然災害や資材の入手困難

といった外的要因による計画の遅延等が起こり得る経費であり、公共事業に係

る経費が代表例である。一方、②は予算成立時には繰越明許費としていなかっ

た経費について、予算成立後に発生した不測の事態により年度内に支出が完了

できない可能性が出てきた場合に、新たに明許繰越しの手続を行うものである。 

事前に国会の議決を受けるタイミングについては、①は当初予算や補正予算

にかかわらず、当該経費に係る歳出予算の議決と同時であるが、②は予算成立

後に生じた事由が根拠となるため当初予算での議決は不可能であることから、

事由発生後の補正予算で議決を受けることとなる。 

国会の議決を受けるに当たっては、一般会計予算の丙号「繰越明許費」7に当

該経費の所管、組織及び事項を掲記する（図表１参照）。加えて、予算書に添付

される丙号「繰越明許費要求書」では、所管ごとに想定される繰越事由を示す

こととなっており、定型の６事由（計画に関する諸条件、設計に関する諸条件、

気象の関係、用地の関係、補償処理の困難、資材の入手難）のうち該当するも

のに「○」を付す欄とこれら以外の事由を具体的に記載する欄とがある（図表

２参照）。なお、上記①及び②とも同じ形式で記載することとなっている。 

 

 

 

 

 
6 これらに加え、特別会計に関する法律の特別規定による繰越しもあるが、本稿は一般会計に

ついて論じるため、ここでは除いている。 
7 「予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする」（財

政法第 16 条）とされているとおり、予算書の構成は、各項目に係る総括的規定である「予算

総則」から始まり、その後は甲乙丙丁の符号が付され、順番に甲号「歳入歳出予算」、乙号「継

続費」、丙号「繰越明許費」、丁号「国庫債務負担行為」となっている。 

 

内に終わらなくなってしまう事態などは想定されるところであり、そのような

場合に緊急避難的措置として用意されているのが繰越制度である。 

先般国会に提出された令和元年度決算によると、同年度一般会計における翌

年度繰越額は６兆 5,780億円に上り、歳出予算現額1に対する比率（繰越率）は

6.0％となった。繰越し2はやむを得ない事情により行うものであるから、制度

の趣旨にのっとって運用されている限り、繰り越すこと自体は何ら問題ではな

い。しかし、繰越しに関する情報は従来積極的に公表されておらず、制度の趣

旨にのっとって運用されているか否かの客観的な検証が困難な状況にある。 

 
２．繰越制度の概要 

２－１．制度の趣旨 

繰越しとは、「国の会計制度の中において、歳出予算の効力を翌会計年度にま

たがって移動させる特例的な制度」3である。国の財政の基本法である財政法は、

第 12条で「各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁し

なければならない。」、第 42条本文で「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、

これを翌年度において使用することができない。」と規定しており、これらに基

づく財政上の原則を「会計年度独立の原則」という。会計年度が設けられた趣

旨は、「１年間の歳入歳出の状況を明確にし、財政の健全性を確保すること」4と

される。しかし、上述のとおり、災害等により年度内に支出が終わらない場合

もある。そのようなときにも会計年度独立の原則を厳格に適用してしまうと、

当該事業に係る予算を全て不用にした上で改めて翌年度に予算計上することと

なり、非効率である。そこで財政法は、一定の条件の下であれば、特定の年度

に支出する予定であった経費について翌年度に支出することを可能にする特例

を認めている。それが繰越制度であり、会計年度独立の原則の例外として位置

付けられている5。 

 

 

 
1 歳出予算額（当初予算額＋補正予算額）に前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を

加除したもの。 
2 正確には「歳出予算の繰越し」であるが、本稿では単に「繰越し」と表記している。 
3 財務省主計局司計課『繰越しガイドブック《改訂版》』（令 2.6）、２頁 
4 小村武『予算と財政法〔五訂版〕』（新日本法規、平成 28年）、67頁 
5 現在、法律上認められている会計年度独立の原則の例外は、繰越制度以外に過年度収入、過

年度支出及び前年度剰余金受入れがある（前掲脚注４）。 
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図表１ 令和２年度一般会計予算 丙号「繰越明許費」（抜粋） 

 

 

図表２ 令和２年度一般会計予算書添付 丙号「繰越明許費要求書」（抜粋） 

 

 

 

（２）事故繰越し（財政法第 42条ただし書） 

事故繰越しは、繰越明許費として国会の事前議決を受けていない経費であっ

ても、①年度内に支出負担行為を行っていること、②避け難い事故のために年

度内に支出が終わらないものであることを条件に、翌年度への繰越しを認める

制度である。この「支出負担行為」とは、一般に財政法第 34条の２第１項に定

義されている「国の支出の原因となる契約その他の行為」であるが、事故繰越

しの場合は、将来、国費の支出を要する又は要するおそれのあることを内容と

するもの（条約や補助金の交付決定等）全てを含むとされている8。この点は支

出負担行為済みか否かを問わない明許繰越しと異なっている。 

また、「避け難い事故」の範囲については、法令上明確にされていないが、社

会通念上避け難い事故と判断されるもの、すなわち暴風、洪水、地震等の異常

な天然現象によるものが代表例とされている9。 

 
8 前掲脚注３、11頁 
9 前掲脚注３、11頁 
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（３）継続費10の年割額の逓次繰越し（財政法第 43条の２） 

継続費の年割額の逓次繰越しは、継続費の毎会計年度の年割額に係る経費の

うち、その年度内に支出を終わらなかったものについて、事業の完成年度まで

逓次繰り越すことを認めるものである。ここでいう「逓次」は、「順次」を意味

すると解されており、甲年度において支出を終わらなかった経費の金額は乙年

度に、乙年度においても支出を終わらなかった場合には更に丙年度にというよ

うに、継続費において事業の完成を予定している最終年度まで順次繰り越して

使用することができるとされている11。 

逓次繰越しは、明許繰越し及び事故繰越しと異なり、年度内に支出が終わら

なかった事由を問わず翌年度以降に繰り越すことができる自由度の高い制度と

なっている。また、後述の財務大臣による繰越しの承認が不要である点も両者

と異なる（ただし、繰越しをしたときには財務大臣及び会計検査院に通知しな

ければならない点は両者と同様）。 

 

２－３．繰越しの承認 

明許繰越し及び事故繰越しは、要件を満たせば当該組織の判断で自由に繰越

しができるわけではなく、財務大臣の承認を経て初めて繰越しが可能となる（財

政法第 43条）。財務大臣の承認を必要とする理由については、「繰り越した歳出

予算の財源は財務大臣の責任において調達されるものであり、この財源調達と

の関係からというもの、本来不用額とされるべき経費が繰り越されて使用され

るのをチェックするためというもの、次年度予算の編成と関連してというもの

などがあるが、これらの理由が挙げられるのは、財務大臣が国庫大臣として広

く国の財務等に関する行政事務等を一体的に遂行する責任を負う行政機関の長

であるという立場からの必要性」12とされている。 

財務大臣に対して繰越しの承認を求める際には、事項ごとに繰越事由及び見

込金額を明らかにした繰越計算書を作製しなければならない。また、財務大臣

の承認があった範囲内で繰越しをしたときは、当該経費については予算の配賦

があったものとみなされる。 

 
10 継続費とは、財政法第 14 条の２の規定に基づく制度で、完成に数年度を要する工事等の事

業について、経費の総額及び年割額に関し国会の事前議決を経ることにより、数年度にわたっ

て債務負担権限と支出権限を付与するもの。令和２年度当初予算では防衛省所管の警備艦及び

潜水艦の建造費のみ。 
11 前掲脚注３、15頁 
12 前掲脚注４、218頁 

 

図表１ 令和２年度一般会計予算 丙号「繰越明許費」（抜粋） 

 

 

図表２ 令和２年度一般会計予算書添付 丙号「繰越明許費要求書」（抜粋） 

 

 

 

（２）事故繰越し（財政法第 42条ただし書） 

事故繰越しは、繰越明許費として国会の事前議決を受けていない経費であっ

ても、①年度内に支出負担行為を行っていること、②避け難い事故のために年

度内に支出が終わらないものであることを条件に、翌年度への繰越しを認める

制度である。この「支出負担行為」とは、一般に財政法第 34条の２第１項に定

義されている「国の支出の原因となる契約その他の行為」であるが、事故繰越

しの場合は、将来、国費の支出を要する又は要するおそれのあることを内容と

するもの（条約や補助金の交付決定等）全てを含むとされている8。この点は支

出負担行為済みか否かを問わない明許繰越しと異なっている。 

また、「避け難い事故」の範囲については、法令上明確にされていないが、社

会通念上避け難い事故と判断されるもの、すなわち暴風、洪水、地震等の異常

な天然現象によるものが代表例とされている9。 

 
8 前掲脚注３、11頁 
9 前掲脚注３、11頁 
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３．繰越しの実績 

３－１．平成元年度～令和元年度一般会計における繰越しの実績 

平成元年度から令和元年度の歳出予算現額と繰越率の推移を表したのが図表

３である。これを見ると、歳出予算現額と比べて繰越率は年度ごとの変動が大

きいことが分かる。これは、年度ごとに事業内容や繰越事由となり得る災害等

の発生状況が異なるためであると考えられる。近年では、平成 23 年度及び 24

年度の繰越率が突出しているが、その要因について、政府は「23年度において

は、３度の補正予算によって措置された東日本大震災に係る復旧・復興関係経

費について、地元の復興計画との調整や住民等との合意形成等に不測の日数を

要したこと等により年度内の執行が困難となったもの、また、平成 24年（度）

においては、日本経済再生に向けた緊急経済対策に基づく補正予算によって措

置された地域経済活性化・雇用創出推進費について、地方公共団体の計画策定

の遅れ等により年度内の配分計画の策定が困難となったこと等によるものな

ど」13と答弁しており、いずれも補正予算に計上した経費が主な要因であると

している。なお、大まかな傾向をつかむため、繰越率について 10か年度の後方

移動平均を取ってみると、緩やかではあるが増加傾向にあると言える。 

 

図表３ 繰越率の推移（平成元～令和元年度） 

 

（出所）『決算書』を基に作成 

 

３－２．主要経費別の繰越しの実績 

主要経費14のうち令和元年度一般会計決算における繰越額上位５経費の過去

 
13 第 186回国会参議院決算委員会会議録第９号 45頁（平 26.5.26） 
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交付金、防衛関係費、公共事業関係費、経済協力費、中小企業対策費、エネルギー対策費、食

料安定供給関係費、その他の事項経費、予備費 

（％） 

歳出予算現額（右軸） 繰越率（左軸） 

繰越率の 10 か年度後方移動平均 

（兆円） 

平成 令和 （年度） 

28経済のプリズム No197 2021.3
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４．繰越制度に関する論点 

４－１．補正予算との関係 

繰越しは、年度末までに事業が完了しないと見込まれる場合に行うものであ

ることから、一般論として、事業の実施に充てられる期間が短ければ短いほど、

その可能性が高まる。したがって、当初予算に計上された経費であれば、最長

で年度当初から年度末までを事業実施期間に充てることができるが、年度途中

で編成される補正予算、とりわけ常会冒頭に提出される補正予算の場合、１月

下旬から２月上旬に成立するケースが多いため、事業実施に充てられる期間は

（入札による場合はそれに要する期間も含め）２か月程度しか残されておらず、

不測の事態の発生が繰越しに直結しやすいと考えられる。 

この点に関し、会計検査院は、補正予算によって新たに設定された「目」に

係る経費の執行を確認するなどして、定量的な分析を行っている15。それによ

ると、検査対象となった７府省等（内閣官房、内閣府、財務省、厚生労働省、

農林水産省、経済産業省及び国土交通省）における平成 24年度から 26年度ま

での歳出追加額のうち、個々の事業に係る予算の執行が歳出追加額に基づくも

のであることが確認でき、かつ予算の一部が翌年度に繰り越されていた 345目

（歳出追加額計２兆 7,945億円）について調べたところ、図表６のとおり、歳

出予算現額全体に係る繰越率は 42.3％であったが、補正予算により追加された

予算に係る繰越率は 73.0％と高い傾向が見られた。調査対象のサンプル数が限

られているとはいえ、上述の一般論を実証した分析結果として示唆的である。 

 

図表６ ７府省等の補正追加額に係る繰越しの状況 
（単位：目、億円） 

 
（出所）会計検査院『平成 27年度決算検査報告』912頁 

 

 
15 会計検査院『平成 27年度決算検査報告』903～922頁 
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なお、平成 29年５月 22日の参議院決算委員会において、この会計検査院の
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２月に成立した補正予算であるため、年度内執行を前提として計上したにもか

かわらず、地元との調整や気象条件等により翌年度に繰り越されたものだと考

える旨答弁している16。 

年度内執行を前提として計上したものが、当該年度特有の事情により繰越率

が高くなったということであれば問題はない。しかし、決算書を詳細に見てい

くと、補正予算にのみ計上されている経費の中で、計上されたほぼ全ての年度

で繰越率が執行率を上回っているものがある（図表７参照）。 

 

図表７ 補正予算にのみ計上されている経費で繰越率が高いものの例 

・原子力災害対策事業費補助金17（内閣府所管・内閣本府）      （単位：千円、％） 

 

 

・地方創生拠点整備交付金18（内閣府所管・地方創生推進事務局） （単位：千円、％） 

 
（注）単位未満四捨五入 

（出所）両表とも『予算書』及び『決算書』を基に作成 

 

 
16 第 193回国会参議院決算委員会会議録第９号 23頁（平 29.5.22） 
17 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、原子力発電所の周辺地域において、避

難準備が整うまでの間の一時的な屋内退避用施設等の整備等のために国が立地道県等に補助
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18 地方創生の観点から、地域の所得や消費の拡大を促すとともに「まち」の活性化につながる
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15 会計検査院『平成 27年度決算検査報告』903～922頁 
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 これらの数字だけを見れば、年度内執行を前提としたものとは考えにくい。

また、最初に予算計上された年度を除く全ての年度において、当該年度の支出

済歳出額が前年度繰越額を下回っていることから、毎年度新たに予算を計上す

る必要性や事業計画の妥当性を含む繰越しの正当性も疑われる。そもそも毎年

度補正予算にのみ計上している理由も不明であり、毎年度計上するほど必要な

経費であれば、当初予算に計上すべきである19。この点は、補正予算に計上で

きる政策的経費を「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費」

に限定している財政法第 29条の趣旨に照らした検証も必要であろう。 

補正予算については、「財政法の趣旨にそぐわない補正予算による多額の政策

的経費の追加が常態化し、財政悪化の要因の一つと見られている」とともに、

「当初予算における概算要求基準に相当するような歯止めが設けられず、当初

予算と比較して国会審議も短いことから、補正予算へ政策的経費がつけ回され

ているなどといった指摘」もなされている20。それゆえ、特に補正予算に計上

する経費については、単なる当初予算からのつけ回しではないことを確認する

意味でも、予算編成過程において、執行完了までに要する期間と補正予算成立

後から当該年度末までの残余期間との整合性をチェックすることが求められる。

繰越制度が会計年度独立の原則の例外であることに鑑みれば、相対的に執行期

間が短い補正予算計上経費であるから繰越率が高くても許されることにはなら

ないであろう。 

 

４－２．情報開示の在り方 

（１）決算書等における情報開示の現状 

国の予算が効率的かつ効果的に使用されているかを事後的に検証し、後年度

の予算編成や事業実施に反映させることは非常に重要である。そのためには、

検証の材料となる情報が適時適切に開示されなければならない。 

そこで、現状において繰越しに係る情報がどのように開示されているのかを

見ていく。まず国会に提出される決算書のうち、「一般会計歳入歳出決算」では、

所管別繰越額、主要経費別繰越額、種類別繰越額、種類ごとの所管別、組織別、

 
19 地方創生拠点整備交付金は、令和２年度になって初めて当初予算に 30 億円が計上され、３

年度当初予算でも 50億円が計上されているが、金額は補正予算と比較して少額となっている。

なお、２年度第３次補正予算においては、原子力災害対策事業費 40 億 5,642 万 2,000 円、地

方創生拠点整備交付金 495億円が計上された。 
20 大石夏樹「平成の補正予算を振り返る―繰り返されてきた追加財政出動―」『立法と調査』

No.417（令元.11.1）135頁 
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項別の繰越額及び全種類を合算した所管別、組織別、項別の繰越額が記載され

ている（図表８参照）。加えて、決算参照資料である「歳出決算報告書」では、

所管ごとの主要経費別、組織別、事項別及び目別繰越額が記載されている（図

表９参照）。 

 

図表８ 令和元年度一般会計歳入歳出決算（抜粋） 
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19 地方創生拠点整備交付金は、令和２年度になって初めて当初予算に 30 億円が計上され、３

年度当初予算でも 50億円が計上されているが、金額は補正予算と比較して少額となっている。

なお、２年度第３次補正予算においては、原子力災害対策事業費 40 億 5,642 万 2,000 円、地

方創生拠点整備交付金 495億円が計上された。 
20 大石夏樹「平成の補正予算を振り返る―繰り返されてきた追加財政出動―」『立法と調査』

No.417（令元.11.1）135頁 
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図表９ 令和元年度各省各庁歳出決算報告書（抜粋） 

 

 

 

このように、繰り越した金額については、決算書において主要経費別から目

別まで各レベルでの情報が示されているものの、繰越事由は明らかにされてい

ない。一方で、不用理由は、決算書において１項５億円以上のものについて所

管別、組織別及び項別に記載されている（図表 10参照）。また、歳出決算報告

書においては、備考欄に不用又は流用の理由に係る説明が記載されているが、

繰越事由についての記載はない（図表９青枠参照）。なお、財務省主計局が「国

会における決算審議の便に供するため」作成している各年度の『決算の説明』

には、繰越事由の記載はあるが、対象が事項（事業費）単位にとどまることに

加え、説明ぶりは不用理由と比較して具体性に欠け、極めて定型的なものとなっ

ている（図表 11参照）。 

事項別繰越額 

「項」の備考欄は不用の、「目」の備考欄は流

用の理由がそれぞれ記載されている。 

組織別繰越額 

所管ごとの主要経費別繰越額 

目別繰越額 
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図表 10 令和元年度一般会計歳入歳出決算（抜粋） 

 

 

図表 11 令和元年度一般会計における公共事業関係費の事項別繰越事由 

と不用理由の例 

 
（出所）財務省主計局編『令和元年度決算の説明』を基に作成 

 

（２）繰越しに係る事務手続の簡素化と情報開示の関係 

ア 明許繰越しに係る事務手続の簡素化 

 財務省は、平成 22年１月 15日に各省庁の会計課長等に対し、繰越しに係る

事務手続を簡素化する旨の事務連絡を発出した。これは、21年 10月 23日に閣

議決定された「予算編成等の在り方の改革について」において、繰越制度の一

層の活用に向けた取組を実施することとされたことを受けたものであり、地方

自治体等の事務負担軽減と事務の効率化の観点から、明許繰越しに係る申請書

類の簡素化や繰越事由等に関するヒアリングの廃止等が実施された21。もとよ

り非効率な事務手続は改善されるべきであるが、過去の国会審議では、手続の

簡素化により安易な繰越しが横行したり、繰越しの正当な理由が確認できなく

なったりするのではないかといった懸念が表明されている22。 

実際、会計検査院は、平成 23年度決算検査報告において、簡素化後の明許繰

 
21 前掲脚注３、47頁 
22 前掲脚注 13 

繰　　　越　　　事　　　由 不　　　用　　　理　　　由

国土交通省所管の河川改修費において、計画に関する諸条
件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内
に支出を終わらなかったこと等によるもの

農林水産省所管の治山事業費において、山地治山事業におけ
る契約価格が予定を下回ったこと、事業規模の見直しによる事
業計画の変更をしたこと等により、国有林野内治山事業費を要
することが少なかったこと等のため

国土交通省所管の地域連携道路事業費において、計画に関
する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したた
め、年度内に支出を終わらなかったこと等によるもの

国土交通省所管の道路整備事業工事諸費において、超過勤務
が予定を下回ったこと等により、超過勤務手当を要することが
少なかったこと等のため

国土交通省所管の港湾改修費において、計画に関する諸条
件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内
に支出を終わらなかったこと等によるもの

国土交通省所管の空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰
入において、自動車安全特別会計の空港整備勘定における空
港整備事業費及び航空路整備事業費を要することが少なかっ
たこと等により、空港整備事業財源自動車安全特別会計へ繰
入を要することが少なかったこと等のため

国土交通省所管の住宅市街地総合整備促進事業費補助にお
いて、計画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日
数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等によ
るもの

国土交通省所管の住宅防災事業費において、事業規模の縮小
及び関係機関との調整による事業計画の変更があったこと等
により、住宅市街地総合整備促進事業費補助を要することが少
なかったこと等のため

事　　　　　項

治山治水対策事業費

道路整備事業費

港湾空港鉄道等整備事業費

住宅都市環境整備事業費
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越しの手続について検査した結果、繰越しの承認を受けたものと異なる事業に

繰越予算を充てていた事態や、繰越しの審査に用いた積算資料等の保存期間が

短く事後検証に支障が出る事態が明らかとなったと指摘している23。これに対

し、財務省は、25年度から各省庁の具体的な繰越事案を事後的に検証する仕組

みを導入した24。ただし、会計検査院の指摘を契機に導入したという経緯から、

繰り越された予算について繰越しの目的に沿った執行が行われているか、繰越

しに係る文書は適切に保存されているかに検証の主眼が置かれており、繰越し

の正当性（そもそも繰越しを前提とした予算計上になっていないか、繰越事由

は妥当だったか）に係る検証は行われていない。予算を編成し、かつ繰越しを

承認した側の財務省（検証の実施主体は同省の地方支分部局である財務局等）

による検証には限界があるように見受けられる。なお、この検証の結果は、各

省庁には通知されるが、一般には公表されていない25。 

 

イ 事故繰越しに係る事務手続の簡素化 

平成 23年３月の東日本大震災及び 28年４月の熊本地震においては、被災自

治体の負担軽減等のため、事故繰越しに係る事務手続の簡素化が行われ、令和

元年度以降は、災害の規模等にかかわらず、災害復旧・復興事業の事故繰越手

続が全て簡素化されることとなった26。財務省主計局は、元年度からの簡素化

に当たり、「事後検証作業を実施し、適正な運用を確保」27するとしているが、

この「事後検証作業」が上述の財務局等による既存の検証を指すのか、追加的

な検証の仕組みを新たに導入することを意味するのかは明確ではない。 

 

ウ 事務手続の簡素化と情報開示の関係 

事務手続の簡素化による繰越しの迅速性を損なうことなく、予算執行の適正

性を担保するために必要なのは、何よりも適切な情報開示である。これは単に

事後検証の材料となるだけではなく、具体的な繰越事由等の情報を事後に開示

 
23 会計検査院『平成 23年度決算検査報告』169～173頁 
24 前掲脚注３、23～24頁 
25 検証実施件数は、財務局等ごとに過去５年の明許繰越し等の承認事項件数のうち、最多年度

と最少年度を除いた３か年度の承認事項の平均承認件数の３％程度の事項について机上検証

を実施することを基本とし、財務局等の判断により、机上検証件数の１割をめどに現地検証事

項を選定している（前掲脚注３、25頁）とのことであるが、件数に係る情報も公表されていな

いため、実施件数が十分なのかどうかも判断できない状況となっている。 
26 前掲脚注３、48頁 
27 前掲脚注３、52頁 
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しなければならないということ自体が、繰越しを前提とした予算計上やその結

果としての安易な繰越しに対する歯止めになるという重要な意義を持つものと

思われる。また、繰越率の高さ等に関する疑念や臆測に対し、政府が自らの正

当性を証明する場にもなろう。本稿で例示した原子力災害対策事業費補助金及

び地方創生拠点整備交付金について、予算計上の在り方や繰越しの正当性を疑

わざるを得ないとすれば、当該経費の執行状況に関する情報が少ないからであ

ろう。したがって、少なくとも改善の第一歩として、図表９～11で示した不用

理由と同程度に具体性を持った情報は明らかにすべきではないか。加えて、現

状では公表されていない既存の財務局等による検証結果についても公表し、客

観的な事後検証の材料とすべきである。 

 

５．おわりに 

本稿では、繰越しについて、制度の概要や実績、論点を紹介した。とりわけ

自然災害が多い我が国においては、予期せぬ災害によって事業が遅延する事態

も想定されるため、繰越しは効率的な予算執行のためのセーフティネットであ

ると言える。しかし、先に指摘した補正予算計上経費と繰越しとの関係を見る

限り、単なるセーフティネットの域を超え、繰越しを前提とした予算編成が行

われている可能性が否定できない。すなわち、実際の事業計画上は年度内での

完了が難しいことが明らかであるにもかかわらず、額ありきで補正予算を積み

上げ、間に合わなければ繰り越せばよいといった安易な財政運営が行われてい

るのではないかということである。 

中央、地方を問わず限られた人員で多様化する業務に対応しなければならな

い行政機関において、煩雑な事務手続を簡素化することは歓迎すべき取組であ

るが、他方で、会計検査院による毎年度の検査報告で、事前の計画の甘さや職

員の認識の欠如といった理由により多額の無駄な支出が指摘されていることに

鑑みると、繰越制度においても適正な運用を担保する何らかの手立てが必要な

のではないか。しかし、上述のとおり、現状の財務局等による事後検証は、既

に繰越しが承認された後の運用が対象となっているため、これだけでは不十分

であり、会計年度独立の原則の例外という本来の制度の趣旨に照らした運用が

なされているかについての検証が不可欠である。そのためには、繰越しを含め

た予算の執行実績、すなわち決算を審査する国会がその行政監視機能を十分に

発揮できるよう、決算書においてより具体的な情報を開示することが求められ

よう。 

繰越しは、予算執行に関する事務的な手続といった印象が強く、従来余り関
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23 会計検査院『平成 23年度決算検査報告』169～173頁 
24 前掲脚注３、23～24頁 
25 検証実施件数は、財務局等ごとに過去５年の明許繰越し等の承認事項件数のうち、最多年度

と最少年度を除いた３か年度の承認事項の平均承認件数の３％程度の事項について机上検証

を実施することを基本とし、財務局等の判断により、机上検証件数の１割をめどに現地検証事

項を選定している（前掲脚注３、25頁）とのことであるが、件数に係る情報も公表されていな

いため、実施件数が十分なのかどうかも判断できない状況となっている。 
26 前掲脚注３、48頁 
27 前掲脚注３、52頁 
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心が持たれてこなかったが、これまでになく財政状況が厳しい中においては、

財政運営の規律性を検証する指標の一つとして繰越率についても注視していく

べきと思われる。 

 

（内線75345） 

38経済のプリズム No197 2021.3


